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「ＮＰＯとの協働を推進するための基本方針」策定にあたって

、 、 「 」２１世紀を迎えた現在 社会の成熟化がすすみ 人々の志向は 物の豊かさ

から「心の豊かさ」に重点が移り、個人の生きがいや自己実現への関心が高ま

るなかで、県民のニーズはますます多様化、高度化してきています。また、少

子高齢化の進行など社会環境の変化に伴う新たな課題も顕在化してきていま

す。

このような状況下、公共サービスに対する需要はますます大きくなることが

予想されており、今後、県と県民との役割分担の明確化が一層求められてくる

と考えます。

県では、これまで「 県民ボランティア運動』推進のための指針」に基づき『

県民・企業・行政が一体となった運動の推進に取り組んできました。

今や、本県のボランティア・ＮＰＯ活動は、福祉、教育、環境保全、まちづ

くり、芸術・文化、スポーツ、国際交流など社会活動全般に広がりを見せ、そ

の内容も、奉仕的な活動から新たな地域課題の主体的な取り組みなど、幅広い

ものとなってきています。

「 」 、 「 」 、 、地方の時代 と久しくいわれる中 真の 地方の時代 とは 自らの手で

主体性を確立すること、地域の特性を生かした個性ある県土づくりを実現する

ことです。

本県では 「誇れる郷土、活力ある山梨」の実現のため 「小さな県庁、大、 、

きなサービス」を「地方主権」の確立に向けた改革の柱の一つに位置づけ、県

民との協働を進めることで、効率的で質の高い行政サービスの提供を目指して

います。

そのためには、様々な分野で、自発性、専門性、柔軟性をもって活動してい

る社会貢献団体であるＮＰＯと協働していくことが、大変重要であると考えま

す。

今回 「ＮＰＯとの協働を推進するための基本方針」では、協働するにあた、

っての基本的な考え方や事業推進上の留意点を掲げるとともに、協働を推進す

るための６つの基本方針を示しました。

これにより、ＮＰＯとの協働を推進するための全庁的な共通認識の醸成が図

られ、県とＮＰＯとの協働が一層促進されることを期待します。
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第１章 ＮＰＯとは

１ 対象とするＮＰＯ

(1) ＮＰＯの定義

ＮＰＯとは （Non-profit Organization）の略で、民間の非営利組織、

のことです。このＮＰＯに含まれる団体の範囲は、狭義から広義まであ

り、国内や海外においても統一した定義があるわけではありません。

本方針では、対象とするＮＰＯを次のように定義することとします。

「社会的な課題を解決することを目的に、不特定多数のものを対象とし

て非営利かつ継続的な活動を行う民間の組織体であり、その活動や運営

の基本として自発性、独立性、多様性を有するもの」

(2) ＮＰＯに含まれる団体の範囲

具体的には、次の図の①特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）と②市民

活動団体・ボランティア団体のことを指します。
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一口メモ

「ＮＰＯ」と「ＮＧＯ」

ＮＰＯと似た言葉に「ＮＧＯ」があります。ＮＧＯとは（Non-Governme

ntal Organization「非政府組織 ）の略で、ＮＰＯと同様に、社会貢献」

活動を行 う民間の非営利組織のことを指します。

この呼び方の違いは、ＮＰＯが株式会社等の営利組織との対比上 「非、

営利」ということに着目したものであるのに対し、ＮＧＯは政府機関との

対比上 「民 間＝非政府」ということに着目したことによるものです。、

両者の活動分野は、医療・福祉や環境保全、災害復興、国際協力、人権

問題など多方面にわたっていますが、一般的に、ＮＧＯは、人権・環境・

平和など地球規模の問題に国境を越えて取り組んでいる組織の場合に使わ

れています。
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２ ＮＰＯのしくみ

(1) 社会的利益を追求する（会社・共益団体との違い）

ＮＰＯは 「社会を変えたい 「地域をもっと豊かにしたい」など､そ、 」

れぞれの価値観に従って、社会に貢献していくことが活動の理念となり

ます。

つまり、儲かる儲からないに関わりなく、社会のために意味のある共

通の使命（ミッション）を持って組織を作り、活動していくのがＮＰＯ

です。

ＮＰＯ・企業・共益団体の理念の違い

ＮＰＯ 企 業 共益団体※

活動理念 社会的使命 利 益 共 益

※共益団体とは、会員の福利厚生など会員間の利益の追求を主な目的とした団体のこと

(2) 継続的に事業を行う組織体である（ボランティアとの違い）

① ボランティアは個人、ＮＰＯは組織

同じ社会貢献を目的として活動する主体として、ボランティアがあ

ります。

このボランティアとＮＰＯの違いは、まずボランティアは個人の概

念であるのに対して、ＮＰＯは組織の概念であるということです。

ボランティアとＮＰＯの比較

ボランティア ＮＰＯ

組織／個人 個人 組織

目的との関係 自己実現や自己満足のため 目的（社会的使命）達成を

評価・責任性 の活動もある。 第一義とする。目的の達成

度がその評価軸であり責任

性も問われる。

収益・報酬との関係 原則的に無報酬。 収益をあげるが非営利。

収益を目的としない。 活動費やスタッフの人件費

に充てるが、構成員に分配

しない。

収益活動の必要性 原則としてなし。 組織維持のため必要な場合

あっても付随的。 が多い。重要。
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② ボランティアグループとボランティア団体（＝ＮＰＯ）

ボランティアは個人の概念と言っても、通常、個人が集まって集団

（グループ）で活動しています。この段階では、できるときに集まっ

て自由に活動するなど、余暇の範囲内での活動が中心となります。

このボランティアグループが、さらにその活動を継続的安定的に行

うようになると活動に対する社会的責任を自覚し、運営のルール（規

約）を定めたり、対外的にグループを代表する者を選任し、常に活動

ができる専従のスタッフを置くなど 継続的に事業が行える事業体 ＝、 （

組織）としての性格を有するようになります。

この段階に至ると、一般的に、ボランティア団体（＝ＮＰＯ）と扱

われるようになります。

このように当初ボランティアグループとして始まった活動も、ＮＰ

Ｏとして継続的な事業を展開するようになると、ボランティア活動の

「無償性」だけでは、ＮＰＯの性格の全てを説明できなくなります。
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(3) 収益活動は行っても利益を分配しない（非営利性）

ＮＰＯが質の高いサービスを継続的安定的に提供していくためには、

いつでもサービスの受益対象者のニーズに対応できるよう、事務所を構

え、電話やＦＡＸを設置し、専門知識を持った専従の職員を雇用するこ

とが少なくありません。

そうなると、必然的にその経費を確保するため、サービスの有償化が

必要になってきます。この点が、ボランティア活動の「無償性」では説

明できないところです。

そもそもＮＰＯの「非営利性」とボランティア活動の「無償性」は別

の概念です。

「非営利」とは、活動の結果、収益があがっても、それを自らが掲げ

る社会的な目的のための活動に再投資していくことであり、構成員の間

で分配しないことを言います。

この点で、出資を募り、株主に利益を配当する株式会社と原理的な違

いがありますが、介護サービスを有料で提供するなど、ＮＰＯは経済的

な事業活動（有償事業）を行うことができます。

このための職員の人件費や通信費、施設管理費などの費用は全て「経

費（利益の分配ではない 」とされ、会費や寄附金だけでは賄えない部）

分は、事業収入を見込んで運営していくことになりますが、ＮＰＯが自

立した活動を展開していくためには重要な財源となります。

(4) 独立性を有している

既に民間の非営利法人制度には、民法第３４条に基づく財団法人・社

団法人等があります。これら従来の公益法人制度は、設立にあたり行政

庁の許可制度があるため、民間非営利組織のなかでも行政の影響を大き

く受けていると言えます。

平成１０年１２月に施行されたＮＰＯ法は、社会貢献活動を行う団体

の活発な活動を促進することを目的に、設立や運営に際しての行政庁の

裁量を制限しています。

ＮＰＯは、自らの価値観に従って自発的に活動し、多様な価値観を創

り出すことに社会的な意義があるとするならば、活動や組織の運営にお

いて独立性を有し、外部から強制、コントロールされていないことが重

要となります。

時の行政の意向で、組織の存続や運営のあり方が大きく左右される団

体は、独立性があるとは言えません。
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３ ＮＰＯの活動の内容
ＮＰＯの活動は、それぞれが、多様な分野にわたって多様な事業活動を展

開しています。ＮＰＯが行っている具体的な事業は次の表のとおりです。

ＮＰＯが行う具体的事業例
活動の分野 事 業

体力づくり活動 体操指導 歩け歩け運動①保健、医療 ［健康づくり］
禁煙活動 食生活の改善 成人病予防 断酒支援 安全食又は福祉の増
品の普及 有機農産物の生産・流通 公衆衛生活動進を図る活動

介護サービス 給食サービス 移送サービス［高齢者］
訪問看護 高齢者施設訪問 独居老人慰問 ふれあい活動
憩いの家の運営 高齢者の雇用支援

共同保育所 駅前保育所 乳幼児保育サービ［児童・寡婦］
ス 子育て支援 自主保育 母子家庭・寡婦の自立支援

介護サービス 移送サービス 作業所支援 手話［障害者］
通訳 障害者とのパソコン通信 自立生活支援 障害者の
雇用支援 スポーツ活動支援 福祉施設訪問

福祉施設の運営 福祉マップ作成 カウン［社会福祉一般］
セリング いのちの電話 募金 バザー 刑務所慰問
善意銀行 地域の福祉 活動の相談窓口 盲導犬の育成
ホームレス支援 生活保護者の支援 行政への福祉施策の
提言

ドナーカードの普及啓発 アイバンク・骨髄バンク［医療］
・腎バンク・献血の推進普及活動 医療情報の提供 薬品
の情報提供 医療過誤の救済 薬害の監視 救急医療の普
及 エイズ患者の支援 末期ガン患者介護 難病患者支援
の会の運営 難病患者の家族の会の運営 アルコール依存
症患者のケア 薬物依存症患者のケア ホスピス経営
ホスピスのボランティア インフォームドコンセントを求
める活動 患者の権利法をつくる活動 予防接種反対活動
生涯学習の推進 生きがいづくり支援 社会教育問題を考②社会教育の
える活動 高齢者の海外学習支援 フリースクール 青少推進を図る活
年のふれあい活動 青年塾・青年道場の開催 青年の海外動
派遣支援 各種講演会・セミナーの開催 交流広場の開設
消費者保護 消費者教育 家族計画の推進 人口問題の研
究 ペットのケア 動物愛護
まちおこし 祭り等のイベント開催 まちづくりのための③まちづくり
政策提言 まち情報の発信 まちマップ・ガイドブック作の推進を図る
成 まちづくり塾 地域情報紙の発行 地域住民の交流・活動
ふれあい促進 地域緑化運動 公園などの清掃・管理
環境美化 花いっぱい運動 街並み・建物の保全 施設・
名勝地ガイド 地域産業の活性化 地域振興計画 憩いの
場提供活動 高齢者・障害者・外国人等への住宅の斡旋
建築物の安全性審査 日照権を守る活動 大規模開発等へ
の住民の提案活動 コミュニティーづくり 都市農村交流
地域議会ウオッチング 自治体オンブズマン・ウーマン
学会等の学術団体 学術研究支援 芸術文化の紹介 芸術④学術 文化、 、
文化の親子鑑賞 伝統文化の継承・振興 地域美術館・博芸術又はスポ
物館 郷土資料館 おもちゃ博物館 演劇による芸術普及ーツの振興を
各種文化教室の開催 パソコン指導 市民オーケストラ・図る活動
合唱団 美術館・博物館などでのボランティア 歴史探究
会 少年野球等各種スポーツ指導 各種スポーツ教室・大
会の開催 高齢者等登山支援 地域でのスポーツ指導
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活動の分野 事 業
・ 環境教育 河川のクリーン作戦⑤環境の保全 ［自然環境 公害防止］

河川の蘇生 水質汚染調査 水辺づくり ホタル生息地を図る活動
復活 わき水の保全再生 地下水の保全 合成洗剤追放
ポイ捨て防止 ゴミ減量化（各種リサイクル運動の推進、
再生紙利用促進、過剰包装追放、古着古本回収） 酸性
雨調査 棚田の保全 森林保全 ナショナルトラスト運
動 熱帯雨林保護 生態系保護 野生生物の保護 野鳥
の保護 魚類の保護 地球環境の保全 樹木の観察・診
断 動物実験の禁止 捕鯨禁止 アスベスト根絶運動
地球環境の保全（オゾン層保護・フロン回収、自然エネ
ルギー推進、省エネ推進） 騒音・震動・電磁波測定
地盤沈下測定 大気調査
各種災害救援活動 救援物資の供給 防災活動 人的被害⑥災害救援活
の救護 それらの調査・研究動
事故防止 交通安全運動 地域の犯罪予防 犯罪・事故被⑦地域安全活
害者の救助・支援 遺族の精神的サポート 社会的弱者保動
護 犯罪を行ったものの更生・支援 犯罪者の社会復帰支
援・家族支援 刑務所慰問

人権擁護 人権啓発 無料法律相談 差別反対 拷⑧人権の擁護 ［人権］
問・死刑反対 子供の虐待防止 マイノリティーの権利擁又は平和の推
護 民主主義を進める運動 民族自決権への支援 家庭内進を図る活動
暴力からの保護 ホームレスの生活支援 冤罪の裁判支援
売春防止 尊厳死を求める運動

軍縮 戦争資料の引継 平和を守る活動 核兵器廃［平和］
絶 地雷廃絶 国際紛争の予防

外国語講座 通訳・翻訳サービス 外国語マッ⑨国際協力の ［国際交流］
プ作成 生活支援ガイドブック作成 留学生との交流支援活動
帰国者支援 在日外国人の支援（日本語教育・生活相談・
支援）国際人育成援助 ホームステイ受入 スポーツ交流
文化芸術交流 二国間交流

国際医療協力 国際開発協力 難民支援［貢献・協力］
発展途上国への援助・支援（食料援助等） 里親の紹介
飢餓撲滅
女性が働く環境をつくる活動 男女雇用均等のチェック⑩男女共同参
女性の自立支援 女性経営者の支援 女性のための起業支画社会の形成
援 女性の地位向上 性差別反対活動 セクハラ防止の促進を図る
啓発講座等の開催 意識改革の推進活動
学童保育 地域の子育て支援 子ども会の運営 子ども文⑪子どもの健
庫の開設 児童劇の開催 子ども美術館の開設 読み聞か全育成を図る
せ 紙芝居 遊び教室 各種イベント開催 子ども広場の活動
運営 不登校児教育 少年少女の非行防止
いじめ問題１１０番 帰国子女のサポート 子ども売買春
の禁止 ボーイ・ガールスカウト
市民活動に関する助言・支援・資金助成 団体運営のマネ⑫以上の各活
ジメント 市民活動に関する情報収集・提供 市民活動の動を行う団体
ネットワーク形成 セミナーの開催 ＮＰＯ等サポートセの運営又は活
ンター ボランティアのコーディネート ＮＰＯ等情報・動に関する連
教育センター 市民銀行絡、助言又は

援助の活動
※便宜的にＮＰＯ法第２条別表に掲げる１２分野の活動で分類
なお法改正に伴い、平成１５年５月１日から次の分野が追加されました。
① 情報化社会の発展を図る活動
② 科学技術の振興を図る活動
③ 経済活動の活性化を図る活動
④ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
⑤ 消費者の保護を図る活動



- 9 -

４ ＮＰＯの活動の特性

ＮＰＯの活動や提供するサービスには、次のような特性があります （特。

性ごとに具体例を挙げましたが、それぞれのケースが、他の特性も有してい

る場合がほとんどです ）。

(1) 多様性

独自の価値観を掲げるＮＰＯがたくさんできれば、それだけ多様な価

値観に基づく社会サービスが生み出されます。サービスの受益者にとっ

ては、多様な選択肢の中から、より自分のニーズに合ったサービスを選

択することができるようになります。

」具体例： 高齢者への介護サービス「

介護保険の対象となるサービスだけではなく、高齢者一人ひ

とりのニーズに合わせた「配食サービス」や「話し相手」とい

った精神的支援など、ふれあいや心の交流を大切にした多様な

介護サービスを提供している。

(2) 専門性

ＮＰＯには、その掲げるミッション（社会的使命）に共鳴し、職域を

越えて様々な経験や専門知識を持った人材が豊富に存在することが多い

と言えます。また、経験を重ねることで、その分野における専門性やノ

ウハウが組織に蓄積されることになります。

」具体例： パソコン教室の開催「

各分野で活躍してＩＴ技術をマスターした有志が核となり、

パソコンに関する知識や豊富な経験を活かして、シニアや主婦、

子どもを対象とした「パソコン教室」や「訪問指導 、ホーム」

ページの作成代行などを行っている。

(3) 先駆性

社会の大多数の賛成が無くても、また儲かる儲からないに関係なく、

今目の前にある課題を何とかしようと行動する点で、新しい課題に先駆

的に対応することができます。
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」具体例： 民間女性シェルターの運営「

夫や恋人などからの女性に対する暴力（ＤＶ＝ドメスティッ

ク・バイオレンス）が社会問題化するなかで、夫や恋人からの

暴力から逃れるための「シェルター（緊急一時避難所 」を設）

置運営し、ＤＶに直面する女性の差し迫ったニーズに対応する。

(4) 柔軟性

法律等の制度的な拘束や公平・中立性にとらわれることがなく、その

時の状況に応じて、思い立ったらすぐに実行に移せる柔軟性を有してい

ます。

」具体例： 被災者支援活動等「

阪神・淡路大震災や福井県沖ロシアタンカー重油流出事故等

の災害時に見られるように、生活関連物資の調達・配給や流出

した重油、粉塵等の除去のほか、被災地で突如発生する被災者

ニーズに対応する救援活動を行う。

また災害時に備えたネットワークづくり、ボランティアコー

ディネーターの育成など、日頃から防災意識の向上を図る取り

組みも行っている。

(5) 地域性

地域のニーズを的確に汲み取り、現場の視点から活動しています。

さらに少子高齢化など地域の課題が複雑化するなかで、行政施策の縦

割りにとらわれることなく横断的に対応し、行政区域を超えて必要と思

われるところへとその活動範囲は広がっていきます。

」具体例： 子育て支援事業「

少子化、核家族化、女性の就労機会の増加といった「子育て」

を取り巻く社会状況が深刻化するなかで、地域のなかで同じ課

題を抱えた子育て中の親を対象とした学習・相談の場の提供や

育児情報の発信、育児支援者の養成など、市町村の枠を超えた

地域で安心して子どもを生み育てていける環境づくりと多様な

育児支援を行っている。
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一口メモ

ＮＰＯの特性を行政、企業と比較してみました。

ＮＰＯ 行 政 企 業

必要性 公平・平等 利益の最大化組織理念

共 感 法律・規則 採算性行動規範

自 発 権 限 市場原理行動源泉

柔軟・多様 均一・画一 競 争行動特性

部分的 全体的 選択的受益対象

地域・海外 行政区域 国内外行動範囲
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５ ＮＰＯに期待される役割

２（ＮＰＯのしくみ）と４（ＮＰＯの活動の特性）で示したように、幾つ

かの特性を有するＮＰＯには、次のような社会的役割が期待されています。

(1) 自己実現、生きがい創造の場

知識や経験、資産等を持つ個人や企業等が、自らの価値観に合ったＮ

ＰＯを選択し、ボランティアとして参加、あるいは寄附等でＮＰＯの活

動を支えることを通じて、自らの思いを実現し、生きがいを創造してい

く場として期待されています。

(2) 公共的サービスの提供主体

個々のニーズに応じたきめ細かな対応が求められる公共的サービスの

なかには、行政では困難なケースがあります。地域に根付き、生活のあ

らゆる場面にわたって多様な活動を継続的に行うＮＰＯは、こうした公

共的サービスの提供主体として期待されています。

(3) 地方自治の推進役

地域の課題に主体的に取り組むＮＰＯは、従来のコミュニティー組織

（ ） 、 、 、自治会・町内会等 と共に 新たな地域社会の形成 変革主体として

分権型社会における地方自治の推進役、担い手となることが期待されて

います。

(4) 雇用創出の場、新しい働き方の実現主体

ＮＰＯが継続的に質の高いサービスを提供していくためには、活動や

。組織の運営を支える有給の専従スタッフの存在が不可欠になってきます

この点で、自分に合った働き方や地域に貢献できる仕事を希望する人

々にとって、収益を上げ、経費の支出が認められるＮＰＯは「新しい働

き方」の実現の場、雇用創出の場として期待されています。

(5) 行政のパートナー

人々の社会的ニーズが多様化している現在、同じ公益性を有する行政

とＮＰＯは、その特性を認め合い、役割分担をすることで、地域の課題

を共に考え、解決していくパートナーとなりうることが期待されていま

す。
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一口メモ

「行政とＮＰＯとの関係」

そもそもＮＰＯと行政は、共に異なる組織理念や行動特性を持ち、独自

に活動するものです。パートナーという連携・協力関係以外にも、両者に

は次のような関係が認められます。

① 独立した関係

行政とＮＰＯは、地域という同じステージで、互いに独自の組織理念

で行動する組織体です。ＮＰＯは、時の行政の方針に関係なく、時には

行政の方針と反対の行動を取ることもあります。

② 補完・補充関係

介護保険制度の枠外のサービスなど、公共的サービスの中には、ニー

ズがあっても行政では制度的にサービス提供が困難なものや、苦手とし

て手が出しにくいものがあります。このような場合には、双方のサービ

スが質的・量的な側面で相互に補完・補充し合う関係になることがあり

ます。

③ 競争関係

これまで行政のみが担ってきた公共サービスについても、ＮＰＯによ

る同様なサービスが安定的に提供され地域に浸透してくると、行政サー

ビスとＮＰＯによるサービスの選択化・相対化が生じてきます。

この場合、行政とＮＰＯとの関係は競争関係と捉えられるケースも出

てくることが考えられます。
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第２章 ＮＰＯとの協働

○ 協働を必要とする背景

社会の成熟化に伴う人々のニーズの変化は、行政サービスに対してもより

多くのものを求めるようになっています。

しかし、これら個々のニーズに合った多様なサービスを行政が引き受ける

ことは、行政組織の肥大化を招くことになります。また、諸課題への迅速な

対応が求められるなかで、公平性や画一性を旨とする行政では柔軟で迅速な

対応は困難と言えます。

さらに長引く景気の低迷により税収が悪化し、これまでの高い経済成長が

望めない以上、財源的にも限界がきていることは明らかとなっています。

こうした現状のなかで、今後ますます増大することが予想される公共ニー

ズに対応していくためにも、行政は、その果たす役割を見直すとともに、公

共的なサービスを分担し合えるパートナーの存在が不可欠な状況になってい

ます。

同じ公共サービスを提供する組織として、行政とＮＰＯは、その特性を認

め合い、連携・協力することで、地域の課題を共に考え、解決していくパー

トナーとなりうることが期待されています。

１ 本方針における協働の定義

本方針では、協働を次のように定義することとします。

「異なる立場のものが、それぞれの特性を認め合い、活かしながら共通の

目的である課題解決に向けて連携・協力すること」

２ 協働を進める基本的な考え方

(1) 多様な住民ニーズへの対応

住民ニーズに対して、公平・均一的なサービスの提供を中心に行う行

、 。政だけでは 十分なサービスを提供することが困難なケースがあります

一方で、行政の発想や手法と異なり、柔軟で先駆的な活動を行うＮＰＯ

が多様な公共的サービスを提供しています。

住民のニーズが多様化するなか、サービスの提供主体であるＮＰＯの

活動が活発になるにしたがって、行政とＮＰＯの協働は、住民のニーズ

に密着したきめの細かいサービスを安定的に提供する方法となります。
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(2) 社会的資源の効率的・効果的な活用

サービスの提供にあたり、それぞれが持つ資源（人・物・金・情報な

ど）を出し合う協働は、それぞれが独自に資源を調達し、独自に事業を

実施することよりも、限られた社会的資源を効率的・効果的に活用する

ことができます。

住民自治の拡充(3) 責任意識の強化と

、「 」「 、協働の積み重ねによって 行政がすべきこと ＮＰＯができること

すべきこと」など役割分担の範囲が明らかになり、行政・ＮＰＯ双方の

主体性や責任意識の強化に繋がる契機となります。

ＮＰＯとの協働の推進により、事務事業の見直しを段階的に進めるこ

とが可能となり、ＮＰＯの担い手である住民自身が自主的に地域の課題

を解決していく「住民自治」の拡充に繋がることも期待されています。

３ 協働により期待される効果

(1) 行政にとっての効果

① ＮＰＯのノウハウ等を活かすことで、多様化する住民ニーズに対応

できます。

② 異なる価値観や行動原理を持つ者との協働によって、事務や経費の

見直しに繋がり、事務・事業の効率化を図ることができます。

(2) ＮＰＯにとっての効果

① 行政との協働によって、自らが掲げる理念や目的を効果的に実現で

きます。

② 社会的な認知が得られるとともに、財源を得ることができ、組織と

しての体質強化に繋がります。

③ 協働の積み重ねにより、活動領域が広がります。

(3) 住民にとっての効果

① きめ細かで柔軟なサービスを受けることができます。

② 住民が自主的に地域の課題を解決していく「住民自治」の拡充に繋

がります。
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４ 協働になじむ事業

単に事務・経費の効率化を目的としても、ＮＰＯとの協働事業は、期待し

た効果が得られるものではありません。ＮＰＯと協働する際には、その特性

を活かせる事業（協働になじむ事業）を選択することが重要です。

① 行政にはないＮＰＯの専門性やノウハウを活かせる事業

例）調査研究事業、普及啓発、研修事業

「ターミナルケア普及啓発事業」

医者、看護婦など医療従事者等で組織されたＮＰＯに県民の

「末期医療（ターミナルケア 」への関心と正しい理解を深める）

ための講演会等普及啓発事業を委託する。

② 公園、河川など住民に身近な公共スペースや施設など地域住民のニーズ

に合わせて整備運営する事業

例）施設の管理運営、道路・公園の管理

「きれいな川のあるふるさと推進活動」

地域住民による良好な河川環境の保全・創出及び河川愛護思想

の高揚を推進するため、河川公園に町の花を植栽し、栽培から除

草まで全ての管理を地域のＮＰＯが担う。

③ 行政単独では対応が困難であるが、ＮＰＯの活動と連携することで新し

いニーズに効果的に対応できる事業

例）不登校児や在日外国人支援

「外国人要保護児童に対する相談の事業」

外国人要保護児童の相談事業を行う際、外国人の人権擁護活動

を行うＮＰＯに依頼し、通訳や関係機関への橋渡し、さらには里

親としての一時保護委託などを行う。
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④ ＮＰＯが有するネットワークを活かすことで、広く住民、企業、団体等

の自主的な参加が得られる事業

例）ネットワーク型事業

「ボランティアボード事業」

県民がボランティア活動に参加しやすい環境を整備するため、

「ボランティア募集 「イベント開催のお知らせ 「助成金情報」」 」

などボランティア活動に関する情報掲示板を、県民・企業・行政

の協力により県内各所に設置する事業。

情報の受発信、掲示場所の拡大普及にあたりＮＰＯが有するネ

ットワークを活かす。

その他、

・迅速な対応が求められる災害時における被災者支援

・介護保険制度の枠外のサービスの提供など、住民サービスの多様化を図

る場合

などもＮＰＯとの協働になじむ事業ということができます。
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第３章 協働事業実施上の留意点

行政とＮＰＯとの協働事業を適正かつ効果的に実施していくためには、事

、 。業の検討・実施・評価の各段階において 次の点に留意することが必要です

１ 協働事業の創出

事業の検討には、

① 既存事業を見直す場合

② 新たな事業を検討する場合

があります。これらの検討において、ＮＰＯの特性が活かせる事業（第２章

４「協働になじむ事業」参照）など積極的に協働の視点から事業を検討する

ことが大切です。

さらに、事業目的を達成するために最も効率的で効果的な協働の形態を取

り入れることも必要です。

協働の形態

① 委託

行政が契約規則等に基づいて、事業を遂行するのに相応しいＮＰＯ

を相手方として事業を委託する形態

② 共催

行政とＮＰＯが共に主催者となり、共同して事業を実施する形態

③ 補助

ＮＰＯが自主的に行う事業に対して、申請に基づいて行政が資金提

供を行う形態

④ 実行委員会・協議会等

行政やＮＰＯ等で構成された「実行委員会 「協議会」等が主催者」

となって事業を行う形態

⑤ 審議会・検討会等への参画

行政の計画立案・政策形成過程にＮＰＯの参画を求め、施策に反映

していく形態

⑥ 後援

ＮＰＯが主体的に行う事業に対して、後援名義の使用により信用を

付与しＮＰＯを精神的に支援する形態

⑦ 事業協力等

以上の類型に属さなくても、行政とＮＰＯの合意のもとに双方が持

つ人材・情報・ノウハウなどを提供しあい協力して事業を行うこと。
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また、協働事業を円滑に実施するためには、検討段階からＮＰＯの意見を

聴き、内容に反映させていくことも重要です。

２ 協働相手となるＮＰＯの選定

検討段階の最後には、複数のＮＰＯのなかから、一つあるいは複数の特定

のＮＰＯを選定することになります。協働相手となるＮＰＯを選定する際に

は、次の点に留意することが必要です。

(1) 公平性の確保

協働事業の相手方となるＮＰＯは、事業の内容によっては特定のＮＰ

Ｏしかない場合もあります。しかし、ＮＰＯの裾野が広がるに従って、今

、 。後 同様な活動を行うＮＰＯが幾つも存在するということが考えられます

そのなかから最もふさわしいＮＰＯを選定するためには、できるだけ

多くのＮＰＯに公平に参入の機会を与えるとともに、協働事業のプランを

公開していくことが必要です。

(2) 事業遂行能力の確認

個々のＮＰＯは、その活動実績、組織の規模、専門性、人材なども様

々で、法人格の有無に関わらず、その事業遂行能力も千差万別です。

このため、責任を持って確実に事業を実施できるＮＰＯを選定するこ

とが必要です。

(3) 事業目的の共有化

協働は、あくまで課題を解決したり必要な公共サービスを提供するた

めの手段であり、協働することそのものが目的ではありません。

そもそも協働の目的は、住民サービスの向上など不特定多数のものの

利益の増進であり、まずその協働事業の目的が何であるかを確認し、共

通理解を持つととともに、役割分担の範囲を明確にしておくことが必要

です。
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３ 事業の実施

(1) 対等性の確保

協働事業においては、どちらが上でどちらが下という発想でなく、行

政とＮＰＯは、それぞれが役割を分担し合い、常に対等の立場で事業を

実施していくことが重要です。

(2) 自主性・多様性の尊重

協働事業は、行政・ＮＰＯ双方がその特性を活かすことで最大の効果

が期待できます。

特にＮＰＯが有する特性やノウハウなどを積極的に活かすことが重要

であり、行政はＮＰＯの自主性や多様性を尊重することが必要です。

(3) 責任性の確保

役割分担に基づいて、行政とＮＰＯそれぞれが、県民に対して責任を

もって協働事業を進めることが重要です。

４ 事業評価とフィードバック

協働事業の実施後には 「協働の目的が達成できたか 「より効率的効果、 」

」 、「 」的な方法はないか といった評価だけでなく ＮＰＯの特性を活かせたか

といった視点での事業評価を相手方であるＮＰＯとともに行い、その結果を

今後の事業の進め方に反映していくことが重要です。

また特定のＮＰＯと継続的に事業を行っていくと、より効率的な事業の実

施を困難にする場合や特定のＮＰＯの既得権益化に繋がるおそれもありま

す。事業評価の際には 「相手方となるＮＰＯの見直し」も含めて絶えず見、

直しをすることが必要です。

５ 協働事業の情報公開

協働事業の検討・実施・評価の過程を常に公開しておくことは、協働に対

、 、する住民の信頼の確保に繋がり 相互依存や癒着関係に陥ることを防ぐなど

適正な協働関係を維持するためにも不可欠な条件です。
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第４章 ＮＰＯとの協働を推進するための基本方針

県では、ＮＰＯの社会的役割や特性を積極的に認め、県とＮＰＯとの協働

を着実に推進していきます。

県民生活課をＮＰＯに関する総合窓口とし、総合窓口と事業担当部署が連

携・協力しながら、次の６つの方針を掲げ、各種取り組みを全庁的に実施し

ていきます。

方針１ 協働事業の創出を図ります。

(1) 事業担当部署の取り組み

① 既存事業の見直しや新規事業の検討において、ＮＰＯとの協働を積

極的に検討し、協働事業の創出に努めます。

② 協働事業の検討段階からＮＰＯの意見を聴き、内容に反映させてい

きます。

(2) 総合窓口（県民生活課）の取り組み

① 事業担当部署で行っている協働事例や全国の先進的な協働事例を収

集し 「協働事例集」を作成、事業担当部署へ提供していきます。、

② ＮＰＯから寄せられた事業提案などを関係する事業担当部署へ伝達

して行きます。

方針２ 効率的・効果的な協働形態を選択します。

(1) 事業担当部署の取り組み

① 事業の目的を効率的・効果的に達成できるよう、適切な協働の形態

を選択します。

② 事業の形態ごとに必要な手続を明確にし、ＮＰＯに分かりやすく説

明します。

(2) 総合窓口（県民生活課）の取り組み

① 「協働マニュアル」を作成し､「協働形態の類型化 「各協働形態毎」

の効果や留意点」など明らかにして事業担当部署へ情報を提供すると

ともに、研修の機会を設けます。

② ＮＰＯが対象となる事業の契約書や申請書様式などを収集し、情報

を提供していきます。
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方針３ 最適な協働相手を選定します。

(1) 事業担当部署の取り組み

① 多様なＮＰＯの参入の機会を確保し、公平に協働相手の選定を行い

ます。

② ＮＰＯの活動実績や事業能力を見極め、事業目的の達成に最も相応

しいＮＰＯを選定します。

(2) 総合窓口（県民生活課）の取り組み

① ＮＰＯが対象となる県の委託事業や補助事業の情報を収集し、その

概要を公開していきます。

② 活動内容、実績、財政規模など県内のＮＰＯに関する基礎的な情報

を収集し 「ＮＰＯデータベース」を作成、ホームページ等で公開し、

ていきます。

方針４ 協働事業の事業評価を行います。

(1) 事業担当部署の取り組み

① 通常の事務事業評価に加え、ＮＰＯの特性が活かせたかなど協働の

視点からＮＰＯとともに事業評価を行います。

② 事業評価の結果を今後の事業の進め方に反映していきます。

(2) 総合窓口（県民生活課）の取り組み

① ＮＰＯの意見を聞きながら、協働事業の評価方法を検討し、その成

果を事業担当部署に提供していきます。

方針５ 協働事業の情報を公開します。

(1) 事業担当部署の取り組み

事業の内容や相手方であるＮＰＯなど協働事業の内容や結果について

積極的に公開していきます。

(2) 総合窓口（県民生活課）の取り組み

事業担当部署から協働事業の情報を収集し 「協働事例集」として公、

開していきます。
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方針６ ＮＰＯや協働への理解を促進します。

(1) 事業担当部署の取り組み

① ＮＰＯや協働に関する職員の理解を深めます。

② 担当者によって協働の進め方が異なることがないよう、協働のノウ

ハウを蓄積していきます。

(2) 総合窓口（県民生活課）の取り組み

① 職員の理解を深めるため、ＮＰＯの実践家等の外部講師による研修

会を開催します。

② ＮＰＯに関する各種情報の一元管理、協働事業に関する相談 「協、

働マニュアル」作成や研修の機会の提供など、事業担当部署の職員が

協働事業を検討・実施する際のサポート機能を充実させます。
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一口メモ

「ＮＰＯ法人の認証」とは

～ＮＰＯに対する”行政のお墨付き”ではない～

民法第３４条に規定する社団法人・財団法人の設立には、行政の裁量が

認められる許可主義を採用しています。従来、民間で公益を目的とする法

人を設立する場合、そのほとんどはこの社団法人・財団法人の途しかあり

ませんでした。

ＮＰＯ法人の場合は 「認証」という文言を使用し、これは”準則主義、

に近い認可主義”と言われています。すなわち所轄庁は、書面により形式

的に審査を行い、団体が認証の基準を満たしているときは、認証しなけれ

ばなりません。また、資産の有無や活動実績などは認証の要件ではないた

め、実績のない団体であっても容易に法人格を取得することができます。

この趣旨は、ＮＰＯ法人に対する行政のコントロールを極力排除し、個

々の法人のチェックは一人ひとりの市民に委ねることを意図しています。

この市民によるチェックを実効あるものとするために、ＮＰＯ法では、

法人に情報公開を義務づけ、また誰でも法人の情報を調べることができる

ように、縦覧・閲覧制度を取り入れています。

このように、ＮＰＯ法人の認証とは、所轄庁がその団体の活動に”お墨

付き”を与えるものではありません。

ＮＰＯ法人は、自ら積極的に情報を公開し、活動実績を明らかにしてい

くことで信用の獲得に努めることになります。


